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表　紙（ムラサキシキブ）：鮫島惇一郎
題　字：坂本　直行
裏表紙（ヒメザゼンソウ）：佐藤ひろみ

コラム欄
　①表紙の植物：ムラサキシキブ

会員が撮影した道南の植物
①　オオヒナノウスツボ、ハクサンハタザオ　撮影：酒井　信
②　ブナ、ヒノキアスナロ　撮影：新田　紀敏
③　ノウルシ　撮影：本多丘人、サンカクヅル　撮影：新田　紀敏
④　スイカズラ、エゴノキ　撮影：酒井　信、オオバクロモジ、
　　キカラスウリ　撮影：新田　紀敏

花語草談室
新刊紹介
『北方山草』第 40号の原稿募集について（投稿規定）
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北方山草 39. 2022

北方山草会会則

1．本会は、北方山草会と称す。
2．本会は自然保護を肝に銘じて、野生植物の研究
や観察に興味のある人たちの楽しくなごやかな
集まりとする。

3．本会には役員として会長、事務局、運営委員、
会計監査を置く。また必要に応じて顧問を置く
ことができる。会長、事務局、会計監査は各 1名、
運営委員は数名とする。顧問は、本会に対して
運営、学術上のアドバイスを行う。

4．本会の運営に必要な決定を行うため運営委員会
を開催する。運営委員会は会長、事務局および
運営委員で構成され、必要に応じて行われるが、
緊急を要する決定は会長ならびに運営委員 2 名
以上の判断にゆだねる。

5．年 1回会員による総会を開催し、運営委員会に
よる決定事項、年間行事予定などを報告する。

6．本会に入会を希望する人は、会員の推薦を受け
て事務局に申し込むものとする。

7．野生植物に関する研究成果や知識を普及するた
め、年 1回会誌を発行する。会員の親睦をかね
て観察会を年数回行う。総会時に講師による講

演会を開催する。

8．会費は年 4,000 円とし、年度初めに納入する。
会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までと
する。年度内に会費未納入の場合は自然退会と
みなす。

9．本会の事務局は　〒 066-0066　千歳市大和
2 丁目 4 番 13 号　 五十嵐　博に置く。
　　TEL 090-7653-8401
　　E-mail：move-i@nifty.com

［役員］
　会　　長：高橋　英樹
　事 務 局：五十嵐　博
　運営委員：梅沢　　俊　佐々木純一
　　　　　　佐藤　広行　島田　恵実
　　　　　　武田　洋子　新田　紀敏
　　　　　　本多　丘人　吉中　弘介
　　　　　　若松久仁男
　会計監査：小山　留美
　顧　　問：鮫島　惇一郎
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